
契 約 番 号 ８市営第４７号

工 事 名 令和８年度住宅用火災警報器取替工事（その１）

工 事 場 所 川崎市川崎区京町３丁目１３番１号ほか

完 成 期 限 令和９年１月１５日限り

担 当 部 署 住宅部 整備課

契 約 方 法 一般競争入札

業 種 消防

種 目 火災報知設備

週休２日制確保モデル対象工事の試行対象工事

予 定 価 格 事後公表（最低制限価格設定案件）

公 告 日 令和８年６月５日（金）

申 込 締 切 日 時 令和８年６月１２日（金）　午後５時１５分

次のリンクより提出　　　　
https://ttzk.graffer.jp/kawasaki-jk/smart-apply/apply-procedure/5579863500741822754

設計図書等配布日時
ダウンロード開始　令和８年６月１７日（水）午前８時３０分
ダウンロード終了　令和８年６月１８日（木）午後５時１５分

設計図書等配布場所 公社・入札公告ページよりダウンロード

質問受付締切日時 令和８年６月２４日（水）　午後３時

質問回答予定日時 令和８年６月２９日（月）　午前９時

入 札 予 定 日 時 令和８年７月３日（金）　午後２時００分

入 札 場 所 川崎市住宅供給公社 会議室（川崎砂子ビルディング６階）

入 札 保 証 金 免除

契 約 保 証 金 要　１０％

前 払 金 有

積 算 内 訳 書 添 付 要

詳 細 ・ 条 件 等 次頁のとおり

備 考
※設計図書等及び仕様書等への質問に対する回答をダウンロードする際に
は、後日交付する一般競争入札参加資格確認通知書に記載されたパスワード
を入力してください（パスワードは共通です。）。

入札公告（概要一覧）

申 込 提 出 方 法

そ　 　　の  　　他



   一般競争入札について、次のとおり公告します。 

 

 

１ 工 事 名  令和８年度住宅用火災警報器取替工事（その１） 

 

２ 工事場所  川崎市川崎区京町３丁目１３番１号ほか 

 

３ 工事概要 

（１）京町耐火Ａ住宅ほか５住宅７６７戸の各居室に煙式警報器１個及び台所に熱式警報器１

個の取替を行う。  

（２）工事の対象となる建物概要は次のとおり。  

   １．京町耐火Ａ住宅  ２棟   ８４戸 煙式警報器 ２５２個 熱式警報器   ８４個  

   ２．京町耐火Ｂ住宅  １棟   ５２戸 煙式警報器 １５５個 熱式警報器   ５２個  

   ３．京町耐火Ｃ住宅  ３棟 １０８戸 煙式警報器 ３２４個 熱式警報器 １０８個  

   ４．下平間住宅     ５棟 ２３１戸 煙式警報器 ６９５個 熱式警報器 ２３１個  

   ５．小倉第２住宅   ３棟 １１６戸 煙式警報器 ３４８個 熱式警報器 １１６個  

   ６．宮内住宅      ６棟 １７６戸 煙式警報器 ３５２個 熱式警報器 １７６個  

            計６住宅  ２０棟 ７６７戸 煙式警報器 ２１２６個 熱式警報器 ７６７個  

 

４ 一般競争入札参加資格 

（１）川崎市住宅供給公社契約規程第４条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

（２）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。 

（３）次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。  

ア  令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。 

イ  経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。  

ウ  建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 

（４）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されているこ

と。 

（５）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「消防」種目「火災報知設備」で

登録されていること。 

（６）「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中

小企業者であること。 

(７) 消防施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。 

（８）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 

（９）主任技術者（業種「消防施設」）を配置できること。 

（10）契約締結までに、当公社との間で第１４項第４号の個人情報保護体制調査票等を提出で

きること。 

 

５ 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出方法及び期間 

（１）提出方法 

   第６項に規定する一般競争入札参加資格確認申請書等の書類を、入札公告（概要一覧）

に記載のリンクを通じてスマート申請（オンライン申請）（以下「スマート申請」という。）

により提出してください。 

なお、スマート申請により提出された書類に不備や誤りがあった場合は、原則として「差

戻し通知」メールが送付されますので、メールに記載の差戻し理由を確認し、再度申請を行

ってください。 



（２）提出期間 

   入札公告（概要一覧）の「公告日」から「申込締切日時」までとします。 

   ※土、日、祝日を含み２４時間提出が可能です。ただし、システムメンテナンス時は利

用できません。 

 

６ 入札参加申込を行う時に必要な書類 

  スマート申請を通じ第１号についてはスマート申請上の申込フォームへの入力により、第

２号以下についてはアップロードにより提出してください。※スマート申請のログイン方法

についてはダウンロードページのスマート申請マニュアルを確認してください。 

（１）一般競争入札参加資格確認申請書 

（２）本工事に係る建設業の許可を受けていることを確認できる書類 

（３）有効期間内（審査基準日から１年７か月以内）の経営事項審査の総合評定値通知書の写

し 

（４）建設業退職金共済制度加入が確認できる書類 

   第４項第３号ア・イに該当する場合は、「不要」 

   第４項第３号ウに該当する場合は、「建設業退職金共済加入履行証明書」（過去３か月以

内に証明を受けたものに限る。） 

 

７ 一般競争入札参加資格の喪失 

  第４項の各号いずれかの資格を欠いたときは、入札参加資格を喪失します。 

 

８ 一般競争入札参加資格確認通知書の交付 

  一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、毎年度４月１日時点の川崎市工事請

負有資格業者名簿の該当する業種に登録されていることを確認し、その結果をスマート申請

上に交付します。交付についてはスマート申請のログイン用メールアドレスあてに、入札公

告（概要一覧）の「設計図書等配布日時」までに通知されますので、通知に記載のリンクよ

りダウンロードしてください。 

  なお、最終的な入札参加資格については、開札後、入札参加申込時に遡って提出書類等の

確認を行い、資格の有無を審査します。この結果、入札参加資格がなく申込みを行った入札

者の入札は無効とします。 

 

９ 設計図書類の取得 

  本案件は、設計図書類のダウンロード対象案件です。 

設計図書については、入札・契約情報ページの入札公告（発注予定）ページ（以下「入札公 

 告ページ」という。）のうち本案件の設計図書欄に表示される「ＤＬ」の文字（入札公告（概 

 要一覧）の「設計図書等配布日時」の期間中に限り表示されます。）をクリックし、指定のパ

スワードを入力することで取得できます。 

  パスワードは、入札参加資格があると認められた入札参加者には、前項の「一般競争入札

参加資格確認通知書」に記載して通知します。 

なお、設計図書を入札公告ページから取得できない場合等は、総務部総務課（電話 ０４４

－２４４－７５７５）にお問い合わせください。 

 

１０ 仕様書等の積算に関する質問・回答 

（１）質問 

   次により仕様書等の積算内容に関してのみ、質問ができます（入札参加資格等に関する

質問は、総務部総務課（電話 ０４４－２４４－７５７５）にお問合せください。）。 



  ア 質問締切日時 入札公告（概要一覧）による。 

  イ 質問方法 

    上記の質問締切日時までにスマート申請の質問書作成フォームに入力し提出してくだ

さい。（電話、ファックス等による質問は受け付けません。）質問書作成のためのＵＲＬ

は、「一般競争入札参加資格確認通知書」に記載して通知します。 

（２）回答 

回答については、入札参加者から質問が提出された場合にのみ、全ての質問及び回答を一

覧表にした質問回答書（ＰＤＦファイル）を入札・契約情報ページの「入札公告ページ」に

掲載します。本案件の回答欄に表示される「ＤＬ」の文字（入札公告（概要一覧）の「質問

回答予定日時」から入札日午前０時まで表示されます。）をクリックし、指定のパスワード

を入力することで閲覧又は取得できます。パスワードは、「一般競争入札参加資格確認通知

書」に記載して通知します（質問がなかった場合には、掲載はいたしません。）。 

なお、質問回答書を入札公告ページから閲覧又は取得できない場合等は、総務部総務課  

（電話 ０４４－２４４－７５７５）にお問合せください。 

 

１１ 入札手続等 

  次により入札を執行します。 

（１）入札方法 

   次の入札書及び積算内訳書による紙入札方式とします。 

  ア 入札書 

    ダウンロードページの「入札書」を使用し、必要事項を記載してください。 

  イ 積算内訳書 

    初度の入札の際、次の(ｱ)及び(ｲ)の書面に必要事項（入札額に相応する積算額等）を

記載し、ホッチキス留めしてください。 

   (ｱ) 表紙 ダウンロードページの「積算内訳書」 

   (ｲ) ２ページ以降 設計図書類のうち工事内訳書の科目別内訳（科目別内訳１枚） 

    ※ 設計図書類のダウンロード対象案件の場合は、入札公告ページからダウンロード

してください。設計図書類を複写業者から購入する場合は、一般競争入札参加資格

確認通知書送付時に添付します（メールアドレスで送付可能で、かつ、入札参加資

格があると認められた入札参加者に限ります。）。 

（２）入札予定日時 入札公告（概要一覧）による。 

（３）入札場所 入札公告（概要一覧）による。 

（４）入札書の提出方法 持参 

（５）入札時の注意事項 

  ア 入札場所入室時に、次のいずれかを提出等してください。 

   (ｱ) 代表者本人が入札を行う場合 名刺等、本人が確認できるもの 

   (ｲ) 代理人が入札を行う場合 ダウンロードページの「委任状」に必要事項を記載した

もの（委任状が無い場合、入札に参加する事はできません。） 

  イ 入札は、第１号に記載する入札書及び積算内訳書（科目内訳を含む。）を、同じ封筒（

長３程度のもので、工事名を記載のこと。）に封入し、入札してください。 

  ウ 入札は、原則３回までとします。 

 

１２ 落札者の決定及び参加資格の審査等 

（１）予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行った者のう

ち最低の価格をもって入札を行った者を落札候補者とします。当該落札候補者について第

４項に示した資格を満たしているかどうかの最終的な資格審査をした上、落札者として決



定します。資格審査の結果、当該落札候補者に資格がないと認めたときは、当該入札を無

効とし、順次、価格の低い入札者について同様の審査を実施し落札者を決定します。 

   なお、最低制限価格の設定額については、案件ごとに個別設定をしていますので、入札

・契約情報ページの入札・契約制度関連資料ページ（以下「入札・契約制度関連資料ペー

ジ」という。）にある「川崎市住宅供給公社工事請負契約に係る最低制限価格取扱要綱」を

御覧ください。 

（２）配置予定技術者届等の提出 

落札候補者は、配置予定技術者届等の提出が必要となります。 

   入札終了後、総務部総務課から落札候補者あて（スマート申請のログイン用メールアド

レスあて）に書類の提出等に関する通知を送付しますので、通知に記載の方法により、第

１３項で指定する書類を指定の期日までに提出してください。 

なお、再入札の場合のみ積算内訳書原本（押印要）を、書面により提出してください。 

（３）入札の無効 

  ア 川崎市住宅供給公社競争入札参加者心得で無効と定める入札はこれを無効とします。 

  イ 添付又は提出した積算内訳書に不備等のある場合は無効となる場合があります。  

   ※ 令和７年１２月の「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（以下、

「入契法」という。）の改正に伴い、入札時に提出いただく積算内訳書に、改正入契法

で定められた「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工

を確保するために不可欠な経費（※）（以下、「労務費等」という。）」の内訳の記載が

必要になりましたので御注意ください。  

     なお、入札時に提出いただく積算内訳書に、労務費等の内訳が不記載である場合は、

改正入契法の趣旨を踏まえ、当該入札を「無効」として取り扱う場合があります。詳

細は、令和８年３月６日付「入札時に提出する積算内訳書への労務費等の内訳の記載

について」を御覧ください。  

  （※）「当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費」 

とは、「法定福利費の事業主負担分、安全衛生経費、建設業退職金共済契約に係る掛金」 

と定められています（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則  

（令和６年国土交通省令第１０５号）第１条）。 

  ウ 設計図書類のダウンロード対象案件でない場合、見積り用設計図書類の複写業者から

の購入を確認できない者の入札はこれを無効とします。 

（４）本工事の設計書に係る積算内容の確認及び疑義申立て先は、次のとおりです。 

   川崎市川崎区砂子一丁目２番地４ 川崎砂子ビルディング６階 

   川崎市住宅供給公社 住宅部 整備課 

   （電話 ０４４－２４４－５５５８） 

   なお、積算疑義申立てについては、最新の「入札等の実施について（工事・一般競争入

札）」を確認してください。 

 

１３ 落札候補者が提出する書類 

  スマート申請を通じ、第１号についてはフォームへの入力、第２号以下についてはアップ

ロードにより提出してください。 

（１） 配置予定技術者届（１名分） 

（２） 配置予定技術者の資格を確認できる書類 

  ア 監理技術者の場合 

    配置予定監理技術者の「監理技術者資格者証（両面）」 

※裏面に「監理技術者講習修了履歴」(有効期限内)のあるもの。 

  イ 主任技術者の場合 



    配置予定主任技術者の１、２級の技術検定合格証明書等の写し、又は建設業法第７条

第２号イ、ロ、ハの条件を満たす主任技術者経歴証明書（ダウンロードページの「主任

技術者経歴証明書」（令和３年５月１０日更新版）を使用してください。） 

  ウ 監理技術者補佐の場合 

    配置予定監理技術者補佐の資格を有する書類（一級施工管理技士補等の国家資格など

の合格証など） 

（３） 配置予定技術者の雇用関係を確認できる書類 

  ア 監理技術者資格者証の写し  

  イ 市区町村作成の住民税特別徴収税額通知書の写し 

  ウ 年金事務所作成の健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し 

  エ 公共職業安定所作成の雇用保険資格取得等確認通知書の写し 

  オ その他雇用関係が確認できる書類の写し 

    なお、配置予定技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを要します。直接的

な雇用関係とは、配置予定技術者とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地の

ない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用、権利構成）が存在する

ことをいいます。 

        また、恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定

時間以上職務に従事することが担保されていることをいい、一般競争入札参加申込日以

前に３か月以上の雇用関係にあることが必要です（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、

直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）。  

  ※ 健康保険被保険者証は令和７年１２月１日をもって有効期限が終了するため、配置予

定技術者届等の提出を求めた日が令和７年１２月２日以降の案件については、健康保険

証被保険者証では直接的かつ恒常的な雇用関係及び雇用期間を確認できなくなり、「配置

予定技術者の雇用関係を確認できる書類」としては認められませんので御注意ください。 

（４）配置予定技術者届（監理技術者補佐用）（特例監理技術者を配置予定の場合に提出） 

（５）人員の配置を示す計画書及び連絡員の資格を確認できる書類（必要な場合に提出） 

（６）下請契約に関する誓約書（必要な場合に提出） 

 

１４ 契約手続等 

  次により契約を締結します。 

（１）契約書の作成 要 

（２）契約保証金 

   契約金額の１０％とします。 

（３）前払金 

   前払金については入札公告（概要一覧）を参照のこと。 

（４）個人情報保護体制調査票等（法人委託先） 

   必要な場合は契約書等一式と併せ「個人情報保護体制調査票」及び「重要な情報及び個

人情報の保護に関する覚書」の雛形を送付しますので、契約手続時に提出してください。 

   

１５ 下請負人の制限 

  健康保険法第４８条、厚生年金保険法第２７条及び雇用保険法第７条の届出の義務を履行

していない建設業者を下請負人とした場合は、契約違反となる場合がありますので御注意く

ださい。詳細は、入札・契約制度関係資料ページにある最新の「入札等の実施について（工

事・一般競争入札）」を確認してください。 

   

１６ その他 



（１）最新の入札等の実施について（工事・一般競争入札）、川崎市住宅供給公社契約規程、川

崎市住宅供給公社競争入札参加者心得も併せて御確認ください（入札・契約情報ページの

「入札・契約制度関係資料ページ」を御覧ください。）。 

（２）公告に関する問い合わせ先は、川崎市住宅供給公社総務部総務課になります。 

 


